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開始時期

収集対象

収集間隔

出 し 方

平成14年4月

左のマークがついた
飲料・酒類・しょうゆの容器

（調味料・油・みりん・ソースのプラスチック容
器はプラスチックごみとして出してください。）

月2回

◆　キャップ、ラベル、取っ手をはずしてください。
◆　よく水洗いしてください。
◆　つぶさないでください。
◆　透明または半透明のポリ袋に入れて出してください。
（資源ごみ・小型破砕のコンテナを利用することも可能）

開始時期

購入方法

平成14年4月から実施します。
（ただし、平成14年9月30日までは、従来のポリ袋での排出も
できますが、平成14年10月1日からは、指定袋以外の袋は収
集しません。）

◆　市内の小売店にて販売予定。

◎ペットボトルの分別収集について

◎可燃ごみの指定袋制について

鳥
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目
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